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事務処理に細心の注意

徳島地方裁判所刑事部

牧野 豊

私は，現在刑事部で書記官をしています。刑事部

の書記官には，最近テレビのニュース等でよく映し

出されますが，法廷に立会い，調書を作成すること

を主な仕事とする立会書記官と，私のように起訴状

や勾留状などの書類の受付を主な仕事とする訟廷書

記官がいます。勾留状は，被疑者（犯罪の嫌疑を受

け，捜査の対象となっている人で，まだ公訴の提起

を受けていない人）や，被告人（公訴の提起を受け

た人）の身柄を拘束して自由を奪うものですから，

細心の注意が要求されます。刑事事件は，手続が厳

格に定められているため，事務処理には非常に気を

這います。

私は，裁判所に入るまでは，裁判所に対して非常

に堅いというイメージを持っていました。実際に裁

判の仕事に携わるようになると，私の考えていた以

上に職場の方が堅実に仕事を遂行していくのに感心

した反面，皆親切で職場の雰囲気が開放的で明るい

のには少々驚きました。

裁判所書記官の仕事は，法律理論及び実務の知識

がかなり要求されますが，それだけに法律により社

会正義を実現する使命を担っているので，非常にや

りがいのある仕事です。現代においては，社会生活

全般について法律が広く浸透していますので，裁判

を通じて社会に貢献したいという意欲のある方の志

望を期待しています。
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裁判所速記宮になるためには， 2年間の研修を受

け，速記技術や法律などを学びます。その時に学ん

だいろいろな知識が，現在法廷での聞き取りや反訳

に役立っています。2年間の研修は長いですが，裁

判所速記官になりたいという情熱があれば大丈夫で

す。速記官に興味を持たれた方は，是非チャレンジ

してみてください。
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先輩からの>4ソセージ

家庭裁判所I

自己の意思や判断が尊重される

名古屋家庭裁判所家事部

舩橋裕美
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私は，現在家事事件を担当しています。家事事件

は多種にわたり,主なものに離婚などの夫婦の問題，

親権，養子縁組などの親子の問題遺産分割などの

相続の問題等があります。

家庭裁判所調査官は，当事者に面接調査をして必

要な資料を収集し，事実関係争点，解決の見通し

等をまとめて裁判官に報告する役割を担っています。

当事者がどのような問題を抱え，家庭裁判所に何を

求めているのか，どのように解決するのがふさわし

いのかを，当事者と共に考え，援助していきます。

この仕事は，自分の意思や判断が尊重され，個性を

生かすことができるのが魅力です。

悩みを抱えた生身の人間と向き合うので，精神的

にきつい面はありますが，自分なりに迷いながらそ
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の人を理解し，納得のいくような解決にたどりつけ

たときに受ける喜びは大きなものがありますし，事

件に悩み苦労した分だけ，自分が豊かになっていく

気がします。また，困ったときには，同じ仕事をし

ている先輩の家庭裁判所調査官が気軽に相談に応じ，

適切な助言をしてくれます。

人に興味を持ち，人と人の関係に関わっていこう

という意欲のある方をお待ちしています。
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人のrごこる」に触れる

広島家庭裁判所少年部

石川達也

私は，人の「こころ」を知りたくて心理学を学び，

｢こころ｣の探究を続けたくて人間関係諸科学の専門

職である家庭裁判所調査官を志望しました。

私は，現在少年事件を担当しています。私は家庭

裁判所調査官として非行少年の処遇を決定する審判

のための調査と処遇意見を述べる役割を担っており，

主な仕事は，少年，保護者の面接と裁判官へ提出す

る調査報告書の作成です。私は，面接を単なる事情

聴取にとどめず，少年の更正のきっかけにしたいと

思い，現在一番興味をもって取り組んでいます。

面接は，人の「こころ」とじかに触れる機会であ

ると思います。面接では，こちらが相手の気持ちを

知ることも必要ですが，相手にも分かってもらえた

という気持ちを持ってもらうことを大事にしていき

たいと考えています。

ある面接で，少年に家族のことを聞いたときのこ

とです。「お父さんは？｣の問いかけに少年はうつむ

きました。しばらくして，少年がスッと顔を上げ，

私と目が合いました。私は， 「大丈夫だよ｡」と心の

中でささやきながら軽くうなずきました。少年は暗

い目の奥から「お父さん嫌い｡」と，父との関係が悪

くて家にいづらいことを話してくれました。少年が

少しだけ心を開いてくれた瞬間でした。これは，面

接中の小さなできごとですが，家庭裁判所調査官は

このような形や数字に表せない人と人の心の触れ合

いに目を向けていく仕事だと思います。

この仕事に興味ある方をお待ちしています。
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裁判所職員の人格識見の向上を図り，執務に必要な理論や実務に関する研究及び修習の指

導を行うため，東京に裁判所書記官研修所と家庭裁判所調査官研修所を設けています。各研

修所では，スペシャリストを育てるための綿密なカリキュラムが組まれており，専門教官に

よる高度な講義が行われています。
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裁判所書記官研修所

1 ．研修部

裁判所事務官，裁判所書記官，裁判所速記官等の研究及

び研修を行います。

2．養成部

（1）裁判所書記官の養成

裁判所事務官が入所試験に合格すると， 1年又は2年

間にわたり法律の理論，実務等についての研修を受け，

修了後裁判所書記官の資格が与えられます。

（2）裁判所速記官の養成

裁判所速記官研修生採用試験に合格して採用されると，

2年間にわたり速記技術及び理論の研修を受け，修了後

裁判所速記宮補に任命されます。

養成部カリキュラム
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簿噌

憲法，民法，商法，刑法，民事訴訟法，

民事執行法，刑事訴訟法，家事審判法，

少年法，実務演習（調書実務，令状事務，

検証等)，一般教養実務修習等

書記官

１
１
１

速記理論速記技術，法廷速記，

憲法，民法，刑法，民事訴訟法，

法，国語学，一般教養等

法学概論

刑事訴訟

講義風景

凍記宮

文化祭

I
－－

山林模擬検証 合同体育祭（家庭裁判所調査官研修所の研修生も参加する｡）
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家庭裁判所調査盲研修所 。

Ｉ

1 ．研修部

家庭裁判所調査官の研究及び研修を行います。

2．養成部

家庭裁判所調査官補I種試験に合格して採用されると，

2年間にわたり執務に必要な人間関係諸科学や法律等の

理論及び実務についての研修を受け，修了後家庭裁判所

調査官に任命されます。

P
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養成部カリキュラム

研修科目

憲法，民法，刑法，民事訴訟法，刑事訴訟法，家事審

判法,少年法,社会福祉関係法規,矯正保護関係法規，

刑事政策，心理学，教育学，社会学，精神医学γ経済

学,家事事件調査,少年事件調査,家事事件実務演習，

少年事件実務演習，ソシアル・ケースワーク
麺 I趣蕊＄ 罰
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見学旅行演習風景

主な研修｡研究制度
I

○裁判所書記官研修所における研修制度 ○家庭裁判所調査官研修所における研修制度

新採用職員研修

裁判所職員として必要な基礎知識や裁判所職員にふさ

わしい心構えの習得を目的として,採用直後に行います。

事務官法律研修

大学法学部卒業者以外の事務官を対象として，基礎的

な法学教育を行います。

書記官総合研修

書記官任官後一定期間を経過した職員を対象として，

視野の拡大,実務知識の拡充などを目的として行います。

書記官実務研修

書記官実務における諸問謹について研究討議を行い，

職務能力の向上を図ります。

調査官実務研修

家庭裁判所調査官として一定期間の実務経験を有する

者に対し，実務能力の総合的向上を図ることを目的とし

て行います。

調査官専門研修

家庭裁判所調査官として一定期間以上経過した者に対

し，事務処理に必要な専門知識及び技能の向上を図るこ

とを目的として行います。

O研究制度
。

1
在外研究
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福利厚生
I

住宅．

勤務地やその周辺には，裁判所職員専用住宅や公

務員宿舎が用意されています。

医療施設

全国の主要都市やその近郊には，職員及び家族の

ための共済組合の直営病院が設けられ，また，多く

の裁判所には診療所等が設けられており安心して治

療を受けられます。

世帯用宿舎

保養施設

全国の主要都市や観光地には，裁判所共済組合や

国家公務員共済組合連合会が経営する宿泊所や保養

所があり，割安で利用できます。その他に契約旅館

や夏期に開設する海の家，山の家もあります。

その他
鐸も翅壷

職員が結婚したときや出産(配偶者の出産を含む）

したとき，あるいは職員や家族が入院したり死亡し

たときなど|ご給付金を受ける制度があり，また，家

財や住宅の購入のための低金利の貸付金などの制度

があります。

亜
》

独身寮

蕊
1
1

＃

、
｝

司直

鐸

一た

錘
､』

老 こ■

、"二

琴娯塗ﾐｰｰ 薯

ア

巳､1－ ◆

直営病院（虎の門病院） 宿泊施設(KKRホテル東京）
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ﾚクリエーション

裁判所の各職場では自主的に職員が，軟式野球，テニス，バレーボール，卓球等の運動サークルや囲碁,茶道，書道，絵画

等の文化サークルを組織し，昼休みや勤務時間外を利用して活発に活動しています。

また，最高裁裁判所では，毎年，全国裁判所職員作品（絵画，書道，写真）展示会を開催するとともに軟式野球，テニス，
バレーボール，卓球，ソフトボール，囲碁等の全国大会を1又は2種目行っています。
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全園作品展示会 全園卓球大会

茶道部(東京）

キリッとした緊張感が良いとか，伝

統文化に触れたいとか，お菓子が好き

だからとか入部動機は様々ですが，凛

とした雰囲気の中，男性を含めた16人

が和気あいあいと活動しています。

お手前の作法を重ねていくうちに，

姿勢や歩き方に始まり，徐々に人との

接し方や気配りにも気付くようになり

ます。長い間続けるほどに，その奥の

深さに限りのないものを感じます。
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アイスホッケー部(釧路） ‐

私たちアイスホッケー部は，平成3

年1月に創部して以来，市の公式戦を

中心に活動しています。

初心者集団なのでレベルは高くあり

ませんが，あらゆる世代のスポーツ好

きが集まり，スポーツを通じて職員間

の親睦を深めています。

ﾔ

蕊
1

－

I

＝
啄
竺

ー ‐ 一一一一一一一一~－－－－－才- ロ ー■ も ー甲一一一一一由一一一 ｰ〒

16



－－－甲

１
１
１

待遇◆

０

０

■

Ｕ

■

１

日

。

昇進制度

裁判所における昇進経路は次の表のとおりです。職員として，在官年数，年齢等一定の要件を満たせば試験を受けて

簡易裁判所判事になる道も開けています。

昇進経路

裁判所事務官。裁判所書記官

|斧 函
日
日
凶
一
〆
Ｉ
’
し

／

／ー

主任書記官
首席書記官次席書記官裁判所書記官裁判部

ー
－

(訟廷管理宮）
曲

／~－刀／裁判所事務官 ／

I
１
Ｊ

と

9
／

事務局長事務局長課長補佐課長補佐 課長課長 事務局次長係長事務局

型
Ｉ
‐
ノ凶 錨

－

家庭裁判所調査官

臼笙劃／／1 二／

首席家庭

裁判所調査官

主任家庭 次席家庭

裁判所調査官

家庭裁判所

調査官

家庭裁判所

調査官補

－

廻 凶L重判所調責= |J a型

裁判所速記官

/i /列 ／／

主任速記官

速記(副)管理官
裁判所速記宮補 裁判所速記官裁判所速記官研修生

P

給与(国家公務員試験採用者と同じです｡）

基本給 I種 3級1号俸202,160円

II種 2級2号倖187,264円

Ⅲ種・速記宮研修生 1級3号倖152,880円

(これは，東京都特別区に勤務する場合の例です｡）

期末・勤勉手当一年間に5.2月分

通勤手当最高45,000円

住居手当最高27,000円

扶養手当配偶者16,000円等

超過勤務手当等

土曜日，日曜日，祝日等

年次休暇年間20日（残日数は， 20日を限度として翌年に繰越）

特別休暇夏季休暇8日，結婚休暇5日，出産休暇，忌引等

病気休暇

介護休暇

諸手当

休
休
日
暇

育児休業
0

0

’
I … ‐、__、 二一■

一 ■一
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最高裁あれこれ

庁舎竣工昭和49年

庁舎には，御影石（花崗岩）が使用されている。
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大法廷 小法廷

「

正面入口 図書館

壁画は，旧最高裁判所大法廷に飾られていたものであ
る。
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r正義」 圓鍔勝三作(大ホール）

ギリシヤ時代の神話にある法の女

神（テミス）に由来するものである。
正義の剣ど秤を持ち,剣は勇気を,秤
は衡平をあらわし，全体として正義
を象徴しているといわれている。

富永直樹作（大ホール） 事務棟｢椿咲く丘」

家庭の平和と少年の健全な育成を願い全体として平和
を象徴しているといわれている。
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採用試験案内

誹削所職員(瀞削所謹労官)採用I種試験(大学卒業蔵蔓）

晨識置措21歳以上26歳末溝の者

瀞削師溌員(調蕊辮胴潤査宮補)採用I種試験(大学卒業潤貰）

受験資格21歳以上26歳末溝の者

裁判所職員儘削所事務官)採用Ⅱ層巍験(大学卒業懲蔓）

冒謝鎮格1 21歳以上26歳未満の者

221歳未満で，短期大学又は高等専門学較を卒業した者及び

翌年3月までに卒業する見込みの者

3最高誹測所が2に掲げる者と同顎､資格があると認める者

裁判所職員(誹削所尋霧瘡)採用Ⅲ種巍験(高筏卒業箇菖）

受験資格17歳以上23蔵未満の者

裁判所速記官研修生採用試験(高筏卒業穏薑）

受験資情17歳以上20歳未満の者

（注)年齢の基準日は,受験する年の4月1日です。

詳細は,受験案内をご覧ください。

最高裁判所事務総局
人事局任用課

東京都千代田区隼町4番巳号
〒102紐03(3264)8川(大代表）
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